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　国民健康保険（以下、「国保」）は、職場の健
康保険や後期高齢者医療制度など他の健康保険
に加入している方を除く全員が加入する保険制
度です。被保険者の皆さんが病気やケガをした
ときなどに安心して医療が受けられるよう都道
府県と市が共同で運営しています。

■　国民健康保険財政運営の仕組み

　令和６年度の国保特別会計の収支状況は、次のとおりです。
　歳入総額は45億2,741万円、歳出総額は45億2,481万円でした。
　歳入から歳出を差し引いた260万円は、令和７年度に繰り越しています。

■　決算の状況

歳入

国保税国保税 66億億4,5514,551万円万円

（（14.214.2 %%））

・医療分

33億億9,6029,602万円（万円（8.78.7%）%）

・後期高齢者医療分

11億億9,1199,119万円（万円（4.24.2%)%)

・介護分・介護分 5,8305,830万円（万円（1.31.3%）%）

県支出金県支出金 （（75.675.6 %%））3434億億2,1532,153万円万円

・保険給付費等交付金（普通交付金）・保険給付費等交付金（普通交付金）

・保険者努力支援分等交付金（特別交付金）・保険者努力支援分等交付金（特別交付金）
3232億億9,1619,161万円（万円（72.772.7%）%）

11億億2,9922,992万円（万円（2.92.9%)%)

（（10.010.0%%））

繰入金繰入金

44億億5,1285,128万円万円

保健事業費保健事業費 その他その他

保険給付費保険給付費
（病院などに支払ったお金）（病院などに支払ったお金）

3232億億9,0619,061万円万円

・療養給付費、療養費・療養給付費、療養費

2828億億991991万円（万円（62.162.1%）%）

・審査支払手数料・審査支払手数料

1,0481,048万円（万円（0.20.2%）%）

・葬祭費ほか・葬祭費ほか

420420万円（万円（0.10.1%）%）

・出産育児一時金・出産育児一時金

400400万円（万円（0.10.1%）%）

・高額療養費、高額介護合算療養費・高額療養費、高額介護合算療養費

44億億6,2026,202万円（万円（10.210.2%)%)

510510万円万円（（0.10.1 %%））5,2335,233万円万円

（（72.772.7 %%））

事業費納付金事業費納付金
(国保事業に必要な費用分として県に納めたお金）(国保事業に必要な費用分として県に納めたお金）

1010億億5,9475,947万円万円

（（23.423.4 %%））

（（1.21.2 %%））

事務費事務費

11億億1,7301,730万円万円

（（2.62.6 %%））

歳出

・一般会計からの繰り入れ・一般会計からの繰り入れ

44億億2,2282,228万円（万円（9.49.4%）%）

・基金からの繰り入れ・基金からの繰り入れ

2,9002,900万円（万円（0.60.6%）%）

■　医療費の適正化に向けて

　国保では、毎年、被保険者の皆さんの
健康を支援するため、特定健診やがん検
診、人間ドックの費用助成のほか、フレ
イル予防講座や健康教室などの保健事業
を行っています。
　一人ひとりが適切な医療受診や服薬方
法に留意しながら健康管理に努め、疾病
の予防や健康の維持増進を心がけていく
ことが国保の財政安定にもつながります。
積極的に保健事業に参加し、生活習慣病
などを予防しましょう。

問 市民課国保年金班 （☎55-8164）

歳出総額  45億2,481万円歳入総額  45億2,741万円

■　医療費の状況

　令和６年度の医療費の総額は37億9,176万円で、令和５年度
と比較すると3,503万円減少しました。
　しかし、令和６年度の一人当たりの医療費は43万4,886円で、
医療の高度化・高額化や高齢化の進行などにより、令和５年度と
比較すると19,517円増加しました。

※医療費は、入院・通院・歯
科診療、調剤、食事療養な
どに要した費用の額です。

※一人当たりの医療費は、医
療費を年間平均被保険者数
で除して算出したものです。

一人当たり医療費

医療費

令和４年度 令和５年度 令和６年度
32万円

34万円

36万円

38万円

44万円

42万円

40万円

20億円

30億円

40億円

その他その他

909909万円万円（（0.20.2 %%））

市内在住の未就学児とそのご家族は、日曜日も「子育て支援総合センターすこやか（☎72-3501）」を利用できます。◇開所時間…午前８時30分～午後５時耳より情報

  市は国保の事業に必要な費用を事業費納付金
として県に納め、病院などに支払う保険給付に
必要な費用は県から交付されます。国保税は、
医療費や健康診断など保健事業の大切な財源と
して活用しています。

3838万万1,2681,268円円

4141万万5,3695,369円円

4343万万4,8864,886円円

3737億億1,7741,774万円万円

3838億億2,6792,679万円万円

3737億億9,1769,176万円万円


